
第5章感染症予防及び対応

◎普段からの準備が肝心です。職員から予防対策を始めましょう。

※感染症とは、細菌やウイルスが人の体内に入り増殖すると炎症を起こし、発熱、感染部位

が痛む・腫れる・化膿する等（胃腸炎は下痢・嘔吐）の症状が現れた事を感染症と言います。

1．感染経路

※感染症の種類によっては複数の感染経路を持ちますが、主となる感染症を列記します。

①飛沫感染

※感染者の咳やくしやみ等で口から飛ぶ病原体が含まれた小さな水滴（飛沫）を近くに居る

人が浴びて吸い込む事で感染（飛沫が飛び散る範囲は 1~2m)

・インフルエンザ菌（ウイルス）．肺炎マイコプラズマ・アデノウイルス・帯状庖疹ウイルス

②空気感染（飛沫核感染）

※感染者の咳やくしやみ等で口から飛ぶ飛沫が乾燥し、その芯となる病原体（飛沫核）が感染

性を保ったまま、近くに居る人及び空気の流れにのって遠くに居る人も吸い込む事で感

染または室内等の密閉された空間で起こる感染経路であり、空調が共通の部屋等も含め、

その範囲は空間内全域となる

・結核困 ・帯状庖疹ウイルス（嘔吐物が飛沫化 ・ノロウイルス・ロタウイルス）

③接触感染

※直接接触（握手、抱っこ、キス等）と間接接触（ドアノプ、手すり、遊具等）によって体に付

着した感染源（病原体）を手で口や鼻、目を触る、玩具を紙める事で体内に侵入し感染

・インフルエンザ菌・腸管出血性大腸菌 ・黄色ブドウ球菌・ノロウイルス・ロタウイルス

・アデノウイルス ・帯状庖疹ウイルス

④経口感染

病原体を含んだ食事や水分を摂取する事で消化管に達して感染

．腸管出血性大腸菌・サルモネラ菌・黄色プドウ球苗・カンビロバクタ・赤痢菌・コレラ菌

• ノロウイルス ・ ロタウイルス ・ アデノウイルス

⑤血液媒介感染

※感染した人の血液や体液が、第3者の皮膚炎や外傷等の傷口から病原体が侵入し感染

※血液には病原体が潜んでいる可能性がある事を踏まえ、便や尿と同じく素手で扱わない

ように

・血清肝炎(B型肝炎ウイルス・ C型肝炎ウイルス）・後天性免疫不全症（エイズ）

※職員が感染している場合も同様に十分配慮しましょう

2感染症の症と予防法 ※主だった症状を記載します

◎インフルエンザ

～症状～

．感染後1~4日間（平均2日）の潜伏期間を経て突然の高熱が出現し、 3~4日間続く。

全身症状（倦怠感、関節痛、筋肉痛、頭痛）を伴い呼吸器症状（咽頭痛、鼻氷、咳）があり、

おおよそ 1週間の経過で軽快します。また合併症（肺炎、中耳炎、熱性けいれん、脳症）を



併発する可能性もあるので注意して下さい。

•また実際は感染しているのに、全く症状のない不顕性感染症例や本人も周囲も単なる風邪

としか認識していない軽症例も存在しますので、特に職員も注意が必要です。

～予防法～基本の予防はワクチン接種です

・ワクチン接種しても感染を防ぐことは出来ませんが、感染後の発症率と発症後の重症化率

を下げる事の期待は出来ます。

発症している児童の利用を控えてもらうのはもちろんの事、発症の可能性がある児童は、

速やかに隔離する事はもちろん、全員が飛沫感染対策（全員がマスクを着け、咳エチケッ

トを実行）及び接触感染対策（期間中はうがい、手洗いの励行 ・感染者の体液が付着した

物を中心に消毒）を行うようにしましょう。

・インフルエンザウイルスは体外に排出されると数時間で死滅します。またアルコール消群

も効果が高いです。

◎ノロウイルス

～症状～

・非常に感染力が強く 100個以下の少量ウイルスでも人に感染し発病します。患者の嘔吐

物や糞便には lgあたり 100万～10億個ものウイルスが含まれていると言われ、感染

者の嘔吐物や糞便を適切に処理せず残存させる事により、乾燥し空気の流れで舞い上が

りそのウイルスを吸い込む事で感染し、安易に集団感染を引き起こします。

・潜伏期間は 12~48時間で、嘔吐、下痢、腹痛発熱等の症状が出ます。通常3日以内に

回復しますが、嘔吐、下痢が頻繁にある場合は、脱水症状を起こす可能性があるので、排

尿があるかどうかの確認が必要です。 (3日以降10日間程度ウイルスを排出している場

合もあります）

～予防法～

・効果のあるワクチンがない為、感染者の隔離と嘔吐物や糞便の適切な処理、ウイルスを不

活性化させる事が重要です。（流行期の嘔吐、下痢は感染症を疑う必要がある）

・逆性石鹸やアルコール消毒の効果は期待できず、 85℃で 1分以上の加熱又は次亜塩素ナ

トリウム消毒が最も効果的です。浜度は有機物の少ない場合0.02%、嘔吐物や糞便に

対しては0.1％以上の濃度で消毒します。

消毒秦の薄めかた
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［倒f-5,¥(7)塩柔拓瀑白剤・消羹正を使用する場合
（市飯されている塩素系渭白剤の多くは、填素濃度が5ヽです．）

Iだいたしの目安1 ※250信匹伽叫の渭毒玉は、食醤尋日常的な：n●1：：佼用して下さい摯

王 0-芸ら：t;：f-合ー鶴烹：：
印芯::)IO→ 名i缶→含—日 で：：ル；



・嘔吐や下痢症状が出た場合は、速やかに周りにいる児童や職員は別室に移動し、窓を開け

換気を行い、嘔吐物や便の処理をします。また処理をする職員が感染しないよう、マスク、

工プロン、手袋、キャップを装着し処理を行います。処理する道具ー式は常に用意してお

きましょう。
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※市販の処理キッドもあるので常備すると良いでしょう。（参考手順）

ペーバークオル・ポ＂とを出し、
ボリ袋の口は2枚と“mfてすぐ
に雙えるよう皐償してください。
軍に嘔吐ねを巨収すぶに使う．
ヘラもり駄りを后から切リ駁って
ください．

、ク

碑

a吐り全体にa国引をまんべん 次』こ訳．置溝臭賣jををa吐り
なくふりかけ置めtt. 童体に行還るようスブレーします．
四却ZIOO—匹准の啜収力が 1国の〇吐に対してポt-ル半分
ぁリますので〇吐わの塁に応じて ～“3位がご使用のa安です．
使肩量をn日してください。 a吐作の水瓜がなくなり天釦：：：

編まるまで1令らます．

作棗霰には必ず
ェブ0ン・拳袋・
マスク・シェーズ
カバーを身t：付け
てください．

じ；昴［平n
因まったS吐わはヘラ・らり即 回aLt:J出吐棺とヘラ・ちり駁り 〇吐筍が付蒼していた床と
eaって外鸞から内卿ゴりけて をボリ袋に入れ、（この~J:からじ這 その尾1111をベーパー9オルで置い、
か沢：固収します ”"や←＂拉累幻己の 上から抗置溝鼻賛を拿んぺんなく

0をしっかりと緒びます．口を閉 スブレーし＊t
じた直1れもう1枚の袋に入れ玄t

f.>5分閏浸したは、床に猿った
“吐稔をベーバークオルでふき
駁って．ポリ望1湿 ててください．



その慎a吐わのあった場序
から半往9mほどの直で虹
溝具枷スプレーしてください．

迅項位1よ雙用してい砂ューズ
カパー⇒旱云⇒エプQン⇒マスクの
書1こ外してはへいれます贔
‘r " 1'̀  • h.  -'l'̀ 弓＇II慶；し

虞鼠ねが入った$.l!I-:上から
杭薗濱良躙を十分にスブレー
してください、そのU、しっかりと
Rを縛びます．

◎腸管出血性大腸菌感染症(0157、026、0111等）

～症状～

全ての処珪が終わったら石虹
で手をしっかり涜ってください．
また、足踵a＋分に伐聾を行う
ことが召桑の坊止には重墨です．

・飲食物を介した経口感染と感染者から人・人感染する直接感染、他に保菌している動物に

触れる事による感染もあります。

・激しい腹痛と共に頻回の水様便や血便の症状が現れ発熱は軽度です。血便は初期では少贔

で、しだいに血液の量が増してきます。また乳幼児は重症化しやすいので特に注意しまし

ょう。

～予防法～

①経口感染予防

・調理を行う前に、下痢症状や手の傷等ないか確認する。（職員、児童共）

・食材を衛生的かつ適切な温度で保管し、十分な加熱調理をする事

• 加工済みの食材を提供する場合は、衛生的に調理、 管理されているか確認する。

②接触感染予防

・手洗いの励行（普段からしつかりと手洗い習慣をつけましょう）

・プール遊び等は簡易プールも含め、塩素消毒基準を厳守

3. 予防の基本（手洗いうがいの徹底）

①手洗い

・登所時、外出の後、排泄後、調理 ・配膳時 ・食事前等は念入りに洗う習慣を付けましょう

I．石鹸を十分に泡立て洗い、流水で30秒～1分流します（手洗いの手順参照）

II．水道の蛇口は水を止める前に水で流しま しょう（蛇口に菌が付着しています）

III手拭きは共用タオルの使用はせず、使い捨てのペーパータオルを使いましょう

※やむを得ず水道での手洗いが出来ない場合は、速乾性擦式手指消毒剤を使用しましょう。

（但しノロウイルスには効果が薄いので気を付けましょう）

1．百手のひらをよくこすりましょう．2．手の甲もよくこすり洗いI.,翠しょう。



4．指の同も洗いましょうe s．覇指と手Dひらも丁寧に．．． 6．手百も忘れでに・・・

7．指先を上に向けて混水で洗い流します。

8．よく乾燥した洒潔なタオル
（でさればベーバータオル）
で拭きましょう讐

②うがい

・登所時、外出後は必ず実施する習慣を付けましょう

I．コップに3分の 1程度の水を注ぐ

II,1口目は口をすすぐように 「食べかす等を洗い流す様に」（くちゆくちゅ）

III.2口目、 3口目は喉の奥まで水が届くように 15秒程度（ガラガラ）発音は 「お」

※必ずしもイソジン等の「うがい液」を使う必要はありません

ゴ
うがい臼を辺
コ・文ンに入れます

I~ピカ五切冑をX玩9.,<;ふSt\-)

岱

況明むに記荘されている
巨の水を他えた、

うがいの淳泊をつくります。

口に含んて上を．向e、
約95秒位のどの白庄で
「カラカラ」ろかいをして
牡き出します

③室温・湿度

・室温夏場26~28℃冬場20~23℃

窪
もういらど

rカラカラ」うかしヽ を
印 15tJ;Lflし釈百

唸
L11こ笛液を乞み、少し償めに
「プクプク」っと口の中を
ゅ百いではさ出しま虫

．湿度約55~60%



・定期的に換気を行いましょう

・エアコン・空気清浄器 ・加湿器等の清掃はこまめに行う

④咳エチケット

※飛沫感染で感染を広げないために守りましょう

．咳やくしやみを人に向けて発しない

．咳が出る時はできるだけマスクをする

・マスクがない時に咳やくしゃみが出そうな時は、ハンカチ・ティッシュタオル等で口を

覆う

・素手で咳やくしやみを受け止めた時は、直ぐに手を洗う

咳をした後は手を洗う

隕'“4URばさない Qjff L,たデ・ィシュは 鴫をした綸口尋を汎う
ずぐにコ8てる

.£".名

咋
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⑤衛生管理

訓練室（活動場所）

・季節に合わせた適切な温室、湿度、換気

・エアコン、加湿器（湿度55％以上）、除湿機、空気清浄機の清掃

・床、棚、窓、テラス等の清掃

・蛇口、水切り、排水口等の清掃

・遊具などの湯洗い、干す、消毒

・ドアノブ、電気スイッチ等の消毒

食事・おやっ

・食材の衛生的かつ適切な温度で管理

・調理場所の衛生管理

・衛生的な配膳、下膳

・手洗いの励行

・テープル等の消毒（食前、食後）及び食後の床の清掃

・食器類の共用はしない

・歯磨き後の梱ブラシ、コップ等の消毒（共用はしない）

トイレ

• 毎日の清掃と消毒

マスクの0．用

（便器、 ドア、 ドアノプ、蛇口や水回り、床、窓、棚、 トイレ用サンダ）レ等）

・ドアノブ、電気スイッチ等は水拭き後ア）レコール消毒

・手洗い後のタオルは、個別のペーバータオルを使用



．汚物容器の清掃、消毒

オムツ交換

．糞便処理手順の徹底

・交換場所の徹底

・交換後の手洗いの徹底

・使用後のオムツ等の衛生管理（蓋付の汚物容器に保管）

庭や園庭

• 安全点検表を作成、活用し安全、衛生管理の徹底

• 動物の糞尿やゴミ、雑草や害虫及び水溜りの駆除や処理及び消毒

・飼育小屋等の清潔管理及び飼育後の手洗いの徹底

夏場の水浴び

・水質の管理

• 水浴び前のシャワー（可能であれば陰部の洗い）

・簡易プー）レ等、水中内での排泄処理と消毒

・水遊び後のシャワー、うがいの徹底

・直射日光による熱中症対策

職員の衛生管理

• 清潔な服装と頭髪

・爪は短く切る（伸びた爪は不衛生です）

・日々の体調管理償し邪に似た症状や嘔吐 ・下痢はないか）

・体調不良者は速やかに医療機関の受診及びエチケット対策

・手洗いの励行

・児童の体調管理（体温調節が上手く出来ない児童への体温管理、衣服の着脱指導含む）

※特に肢体不自由児童の手足は比較的血流が悪いので注意しましょう。

4．出席停止期間の基準

①インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く）

発症（発熱等症状が現れた日は含まず）した後 5日間、かつ解熱した後 2日間経過するま

での期間は出席停止

乳幼児（保育園・幼稚園など） インフルエンザ発熱期間と出席開始日の目安

発熱期間第08め 9日め 28め 3日め 4日め 5日の 6日め 78め

28閏 ◎ 

゜
R ◎ ◎ ◎ 出咤可椛

38閏 ◎ ◎ ◎ ⑤ ⑤ ⑤ 出喋可能

48間 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 出窯可耗

5B間 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 出寛可舷

6日間 ◎ ◎ 

゜
C) ◎ 

゜
◎ ◎ ⑤ 出窯可計；

※ 1日のうちで、発熱 ・舷熟をともに蕊めた場合は、発勲期間とします．



児童•生徒（小学生以上） ぞノフルエンザ発熱期間と出席開始日の目安

発熱期間第08め

2日間

38間

48間

5日間

6日間

※

。 発熱ぁリ

18め

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ② ◎ 

◎ ◎ ◎ e e ◎ ◎ 
1日のうちで、発熱 解熱をともに認めた湯合は、発熱期間とします．

◎
 

2日め 3日め 48め 58め 6日め 7日め

出口可穀

出宍可栢

出需可能

出席可娃

◎ 呂宍可胄苫

発熱なし

②ノロウイルス

症状回復後も感染力を有している事や回復に時間を要する感染症であることを踏まえ、

嘔吐や下痢の症状が治まり、普段の食事が出来るまでの利用は極力控えてもらう。また流

行期間中の前日に嘔吐や下痢症状があった場合の利用も可能な限り控えてもらいましょ

う。

③腸管出血性大腸菌

便培養検査で陰性が出るまで若しくは医師において感染の恐れがないと診断されるまで

の利用は控えてもらう。

※いずれの楊合も感染拡大を防ぐ為に、医師において感染の恐れがないと診断を受けるまでは、

出来る限り利用を控えてもらいましょう。

5日々注意する事

①サービス提供時間前の準備

事業所

・職員朝礼時に体調の確認をする（風邪 ・下痢・嘔吐 ・ニ日酔い等）

・施設内・外の衛生管理

児童保護者

・連絡ノート等を活用し、当日の児童の体調を事業所に伝えてもらう

（睡眠状態、食事、排泄等）

②児童登所時の対応

・通所後の手洗い・うがいの励行

・児童の体調確認

※バイタルチェックは基本として、体温、脈拍、血圧、呼吸数増加の有無確認、検温だけで

もするようにしましょう（その他、常に目視でも顔色 ・目つき、児童に触れ体温管理）

認病時の対応

•以下の場合は保護者へ連絡し事業所より送迎若しくは保護者迎えの手配をしましょう



（体温が37,5℃以上になった場合、及び下痢・嘔吐症状が出た場合）

※手配が完了するまでは、他の児童とは別の部屋で安静に過ごしてもらいましょう

④児童降所後の対応

・施設内 ・外、及び送迎車両内の衛生管理


